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１．建築士の免許証と定期講習の受講について

（１） 建築士の免許証
建築士は必ずしも免許証を常時携帯することは求められていません

が、「重要事項の説明」をする際には、建築主に対して建築士免許証
等を提示しなければなりません。
※免状型から携帯型に切り替えることもできます。

（２） 定期講習の受講
建築士事務所に所属する建築士は、原則３年以内ごとに定期講習を

受ける必要があります。詳しくは別添資料をご確認ください。



２．建築士事務所の標識の掲示について

建築士事務所の開設者は、その事務所において「標識」を掲げる必要があ
ります。「縦２５㎝以上横４０㎝以上」など様式の定めがあります。

３．建築士事務所の登録事項又は所属建築士の住所等の変更について

（１） 建築士事務所の登録事項の変更について

にそれぞれ届け出てください。

（２） 所属建築士の住所等の変更について
所属建築士の住所、氏名などに変更があった場合は、建築士に住所など

の変更を届け出るよう促してください。

① 法人の役員、管理建築士、などに変更があった場合 ２週間以内

② 所属建築士に変更があった場合 ３ヶ月以内



４．帳簿の備付け、図書の保存及び書類の閲覧について

（１） 帳簿の備付け
① 記載事項

② 取り扱い
ア 電子データ可 、イ 事業年度末で閉鎖 、ウ １５年保存

契約の年月日 契約の相手方の
氏名又は名称

業務の種類及びその概
要

業務の終了の年月日

報酬の額 業務に従事した
建築士及び建築
設備士の氏名

業務の一部を委託した
場合：業務の概要、受
託者の氏名・名称・住
所

管理建築士の意見
（あった場合）



４．帳簿の備付け、図書の保存及び書類の閲覧について

（２） 図書の保存
① 図書の種類

② 取り扱い
１５年保存

設計図書
(全ての建築物)

配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上
の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造
詳細図、構造計算書等（※注）、工事監理報告書

工事監理報告書 建築士でなければ作成できないもの

（※注） 構造計算書とは、
①保有水平耐力計算、限界耐力計算、許容応力度等計算などの構造計算書
②仕様規定の適用除外のただし書きで必要な構造計算、燃えしろ設計に係る構造

計算等の構造の安全性を確認するために行った構造計算の計算書
③壁量計算、四分割法の計算、N値計算に係る図書

（２０２０．３．１～改正）



４．帳簿の備付け、図書の保存及び書類の閲覧について

（３） 書類の閲覧
① 書類の種類

② 取り扱い
ア 電子データ可 、イ ３年間備え置き

Ⅰ 建築士事務所の業務の実績を記載した書類 事業年度経過
後３ヶ月以内Ⅱ 所属建築士の氏名と業務の実績を記載した書類

Ⅲ 保険契約の締結その他の措置を講じている場合はその内容を記載し
た書類

遅滞なく

業
務
に
関
す
る
書
類

Ⅳ 建築士事務所の名称・所在地、開設者の氏名、一級・二級・木造の
別、登録番号、登録の有効期間

事業年度経過
後３ヶ月以内

Ⅴ 所属建築士の氏名、一級・二級・木造の別と登録番号、直近の定期
講習受講年月日、管理建築士である場合はその旨

Ⅵ 所属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士
の場合：その旨、交付番号、直近の定期講習の受講年月日



５．設計等の業務報告書の提出について

（１） 事務所登録を行った都道府県知事あて提出
（２） 事業年度ごとに作成
（３） 事業年度経過後３ヶ月以内に提出
（４） 記載事項

① 建築士事務所の業務の実績概要

② 所属建築士の氏名

③ 建築士ごとの業務の実績

④ 所属建築士の氏名、一級・二級・木造の別と登録番号、直近の定期
講習受講年月日、管理建築士である場合はその旨

⑤ 所属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士
の場合：その旨、交付番号、直近の定期講習の受講年月日

⑥ 管理建築士の意見が述べられた場合：その意見の概要



６．業務に必要な表示行為について

（１） 設計図書（＝建築物の建築工事の実施のために必要な図面＋仕様
書）に一級、二級、木造建築士である旨・記名・押印をすること。

（２） 構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、その旨の証明
書を委託者に交付すること

※一定規模以上の建築物について、法適合確認が行われた場合（構
造設計一級建築士の関与）は、証明書の交付は要しない。

（３） 工事監理が終了したときは、工事監理報告書を建築主に対して交付
すること。

（４） 建築設備士の意見を聴いたとき（2,000㎡を超える建築物など）
は、その旨を設計図書又は工事監理報告書に記載すること。



７．重要事項の説明について

（１） 「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」を建築主と締結しよう
とするときは、管理建築士等（管理建築士その他の所属建築士）が書
面を交付し、対面で説明をしなければいけません。

（２） 記載すべき事項

① 法

律

設計受託契約：作成する設計図書の種類

② 工事監理受託契約：工事と設計図書との照合方法・工事監理の実施の状況に関す
る報告の方法

③ 設計又は工事監理に従事することになる建築士の氏名、一級・二級・木造・構造
設計一級・設備設計一級の別

④ 報酬の額及び支払いの時期

⑤ 契約の解除に関する事項

⑥ 規

則

A.建築士事務所の名称、所在地、一級・二級・木造の別、
B.建築士事務所の開設者の氏名、C.対象となる建築物の概要、
D.業務に従事することとなる建築士の登録番号、E.建築設備士がいる場合はその
氏名、F.一部を委託する場合、その概要、受託者の氏名・名称、建築士事務所の
名称・所在地



８．書面による契約と書面の交付について

重要事項の説明 書面による契約 書面の交付

※契約を締結する前に実施 ※契約を締結する際に実施 ※契約締結後、遅滞なく実施

建 築 主 委 託 者 委 託 者

①

②

建築士事務所の
管理建築士等

受託者
（建築士事務所）

建築士事務所

の開設者

・書面交付
・対面で説明
・免許証提示

・署名又は記名・押
印された書面を相
互に交付

・書面を交付

【適用対象】
・全ての契約（建築士事務所の業と

して設計及び工事監理を行うもの）

【適用対象】
・延べ300㎡を超える建築物の新築

（増築・改築・大規模修繕・大規
模模様替えの面積が延べ300㎡を
超える場合も含む）に係る契約

・委託者が建築士事務所であっても
適用

【適用対象】
・全ての契約（左記の書面による契

約を行った場合を除く）

・委託者が建築士事務所であっても
適用



９．書面（８．①又は②関係）の記載事項について

ア.書面の交付：契約の年月日、契約の相手方の氏名又は名称、開設者の記名・押印又は署名
イ.書面による契約：署名又は記名押印のうえ相互に交付

① 法

律

設計受託契約：作成する設計図書の種類

② 工事監理受託契約：工事と設計図書との照合方法・工事監理の実施の状況に関す
る報告の方法

③ 設計又は工事監理に従事することになる建築士の氏名、一級・二級・木造・構造
設計一級・設備設計一級の別

④ 報酬の額及び支払いの時期

⑤ 契約の解除に関する事項

⑥ 規

則

A.建築士事務所の名称、所在地、一級・二級・木造の別、
B.建築士事務所の開設者の氏名（法人の場合：開設者の名称・代表者の氏名）、
C.対象となる建築物の概要、D.業務に従事することとなる建築士の登録番号、
E.建築設備士がいる場合はその氏名、F.一部を委託する場合、その概要、受託者の
氏名・名称、建築士事務所の名称・所在地、G.設計又は工事監理の実施期間、
H.設計又は工事監理の種類、内容、方法



10．様式などについて

（１） 奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全推進課
ホームページ
（ http://www.pref.nara.jp/3737.htm#jimusyo ）

①設計等の業務報告書 、②登録事項の変更の届出 、③二級・木造
建築士の住所等の変更、など

（２） 四会連合会ホームページ（http://www.njr.or.jp/yonkai/100/）

①業務委託契約書 、②重要事項説明書 、③工事監理報告書

（３） （公社）日本建築士会連合会ホームページ
（ http://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/ ）
〇一級建築士の住所等の変更、など

＜END＞


